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〈
コ
ラ
ム
３
〉

　

名
古
屋
城
作
事
に
お
け
る
飯
米
作
料
請
取
状

種
田　

祐
司

　

慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
か
ら
始
ま
る
名
古
屋
城
普
請
に
関
す
る
史
料
は
、
細

川
家
な
ど
普
請
を
担
当
し
た
大
名
家
に
残
っ
て
い
る
。
作
事
（
建
築
工
事
）
は
幕
府

が
直
接
作
事
奉
行
の
中
井
大
和
守
に
命
じ
て
お
り
、
中
井
家
文
書
の
中
に
名
古
屋
城

関
係
資
料
数
十
通
が
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
名
古
屋
城
作
事
の
工
程
の
な
か
で

中
井
家
文
書
が
十
分
位
置
づ
け
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
こ
こ
に
名
古
屋
市

博
物
館
が
所
蔵
す
る
二
通
の
飯
米
作
料
請
取
状
を
紹
介
し
、
名
古
屋
城
の
作
事
の
進

め
方
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

ま
ず
一
通
目
（
Ａ
）
は
慶
長
十
六
年
十
月
十
一
日
付
で
大
鋸
作
右
衛
門
が
佐
々
長

兵
衛
・
勝
野
九
郎
兵
衛
・
水
野
茂
右
衛
門
に
宛
て
た
も
の
で
、「
大
鋸
・
小
引
」（
大

工
）
の
べ
七
百
八
十
五
人
分
の
飯
米
作
料
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
作
右
衛
門
は
大
和

国
斑
鳩
西
里
の
大
工
と
推
測
さ
れ
る
。
裏
面
に
は
宛
名
の
三
名
が
人
数
に
間
違
い
な

い
と
記
し
署
名
し
て
い
る
。
第
三
章
で
堀
内
が
紹
介
し
た
「
名
古
屋
城
石
垣
普
請
扶

持
米
請
取
状
」
に
文
書
の
形
式
が
非
常
に
似
て
い
る
。
二
通
目
（
Ｂ
）
は
同
年
同
月

二
十
五
日
付
で
、「
か
へ
ぬ
り
（
壁
塗
）」（
左
官
）
源
兵
衛
が
市
（
野
）
辺
甚
右
衛

門
に
宛
て
た
も
の
で
、壁
塗
の
べ
六
百
十
四
人
分
の
飯
米
作
料
を
受
け
取
っ
て
い
る
。

裏
書
で
市
辺
の
家
臣
が
人
数
を
保
証
し
て
い
る
点
は
Ａ
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
Ａ
・

Ｂ
と
も
裏
面
に
は
中
井
大
和
守
の
署
名
が
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
中
井
家
が
畿
内
の
大
工

を
支
配
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
の
証
で
あ
ろ
う
。

　

Ａ
の
宛
名
の
佐
々
と
勝
野
は
尾
張
藩
郡
奉
行
、
水
野
は
伝
馬
奉
行
、
Ｂ
の
市
辺
は

国
奉
行
原
田
藤
右
衛
門
の
配
下
（
そ
れ
ぞ
れ
慶
長
十
六
年
十
月
時
点
は
不
明
）。
さ

ら
に
ま
た
Ｂ
の
裏
面
に
は
「
平
岩
八
郎
兵
衛
・
安
井
弥
左
衛
門
」
の
宛
名
が
あ
り
、

こ
の
う
ち
安
井
は
蔵
奉
行
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
尾
張
藩
が
飯
米
作
料
を

支
払
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
も
石
垣
普
請
の
扶
持
米
請
取
状
と
同
じ
で

あ
る
。
Ａ
と
Ｂ
の
違
い
は
、
飯
米
作
料
は
Ａ
が
一
日
五
升
、
Ｂ
が
一
日
四
升
で
、
職

種
に
よ
り
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

大
工
や
左
官
が
作
業
し
た
場
所
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
。
大
工
は
「
御
本
丸
北
ノ
御

長
屋
」、
左
官
は
「
御
本
丸
東
之
ま
す
か
た
御
門
脇
御
長
屋
」
と
あ
り
、
こ
の
「
長

屋
」
は
多
聞
櫓
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
Ａ
に
は
長
さ
「
弐
拾
七
間
」
と
あ
る
が
、
名

古
屋
城
完
成
時
の
本
丸
北
側
の
多
聞
櫓
は
、
不
明
門
か
ら
東
北
隅
櫓
ま
で
四
十
間
あ

り
、
長
さ
が
合
わ
な
い
。
こ
の
点
は
最
後
に
も
う
一
度
検
討
し
た
い
。

　

さ
て
、
二
通
の
年
が
慶
長
十
六
年
で
あ
る
こ
と
に
ひ
っ
か
か
り
を
覚
え
た
方
は
、

相
当
に
名
古
屋
城
通
と
い
え
る
。
一
般
的
に
は
、
慶
長
十
五
年
中
に
普
請
が
終
了
し
、

十
七
年
か
ら
作
事
が
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
十
七
年
に
天
守
が
、
十
九
年
に
三

之
丸
の
堀
や
諸
門
が
、
二
十
年
に
は
本
丸
御
殿
が
完
成
し
た
。
で
は
、
慶
長
十
六
年
に

は
何
を
や
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
以
下
の
と
お
り
。

　
　

一
月　

堀
川
掘
削
始
ま
る
（
六
月
完
成
、
慶
長
十
五
年
説
あ
り
）

　
　

三
月　

家
康
、
義
直
を
伴
い
、
現
地
を
巡
覧

　
　

五
月　

本
丸･

二
之
丸･

西
之
丸･

御
深
井
丸･

隅
櫓･

多
門
櫓
の
鍛
冶
入
札

　
　

六
月　

普
請
の
た
め
美
濃
・
伊
勢
衆
参
加

　
　

六
月　

清
須
城
天
守
を
解
体
、
名
古
屋
に
運
ぶ
（
現
西
北
隅
櫓
か
）

　
　

七
月　

穴
太
衆
、
小
天
守
普
請
の
扶
持
米
申
請

　
　

九
月　

普
請
奉
行
佐
久
間
将
監
、
指
図
を
家
康
に
送
る

　

こ
の
う
ち
、
本
資
料
に
関
係
が
あ
り
そ
う
な
の
は
五
月
の
記
事
で
、
多
聞
櫓
の
建

築
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
他
の
建
物
は
、
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翌
年
か
ら
工
事
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
名
古
屋
城
の
建
築
に
は
当
然
大
量
の
木

材
が
必
要
で
あ
る
。
と
く
に
御
殿
な
ど
で
使
用
す
る
檜
の
大
材
は
、
当
時
ほ
と
ん
ど

木
曽
地
方
で
し
か
伐
採
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
前
年
の
慶
長
十
五
年
五
月
に
は

木
曽
川
が
大
水
で
名
古
屋
へ
の
材
木
が
多
数
流
失
し
た
。
同
年
十
月
に
は
幕
府
代
官

大
久
保
長
安
が
、
木
曽
代
官
の
山
村
氏
に
伐
採
に
つ
い
て
指
示
を
出
し
て
い
る
。
そ

の
よ
う
な
状
況
で
、
慶
長
十
五
年
中
に
築
城
に
必
要
な
木
材
を
確
保
で
き
た
と
は
思

え
な
い
。
こ
れ
が
慶
長
十
六
年
か
ら
本
格
的
に
作
事
を
開
始
で
き
な
か
っ
た
主
な
理

由
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
多
聞
櫓
は
そ
ん
な
に
大
材
を
使
わ
な
く
も
い
い
の
で
、

天
守
・
本
丸
御
殿
等
に
先
行
し
て
こ
の
時
点
で
確
保
し
た
木
材
を
使
用
し
て
建
築
を

開
始
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
本
丸
北
側
四
十
間
全
部
の
多
聞
櫓
を

作
る
と
、
後
日
、
不
明
門
や
東
北
隅
櫓
を
建
築
す
る
際
じ
ゃ
ま
に
な
る
の
で
、
あ
え

て
二
十
七
間
分
し
か
作
ら
な
か
っ
た
、
と
推
察
し
た
の
だ
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

表
面

　
　

請
取
申
米
之
事

　

合
三
拾
九
石
弐
斗
五
升
者　

但
京
枡
也

右
是
ハ
尾
州
名
古
屋
御
城
御
本
丸
北
ノ
御
長
屋
弐
拾
七
間
御
用

被
召
遣
大
鋸
小
引
人
数
七
百
八
拾
五
人
、
但
壱
人
付
一
日
ニ
五

升
つ
ゝ
、
所
之
大
か
候
間
、
飯
米
作
料
共
ニ
請
取
相
済
申
候
、

仍
如
件

　
　

慶
長
十
六
年　
　

大
か

　
　
　

亥
十
月
十
一
日　

作
右
衛
門
（
花
押
・
印
）

　
　

佐
々
長
兵
衛
殿

　
　

勝
九
郎
兵
衛
殿

　
　

水
野
茂
右
衛
門
殿

裏
面

右
之
人
数
壱
人
も
相
違
無
御
座
候
、
則
御
長
屋
も
出
来
申
候

ハ
ヽ
此
面
ヲ
以
御
勘
定
可
有
之
、
仍
如
件

　
　
　
　

水
野
茂
右
衛
門
（
花
押
・
印
）

　
　
　
　

佐
々
長
兵
衛
（
花
押
・
印
）

　
　
　
　

勝
野
九
郎
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　

中
井
大
和
守
（
印
）

表
面

　
　

請
取
申
米
之
事

　

合
弐
拾
四
石
五
斗
六
升
者　

但
京
枡
也

右
是
ハ
尾
州
名
古
屋
御
城
御
本
丸
東
之
ま
す
か
た
御
門

脇
御
長
屋
御
作
事
ニ
被
召
遣
候
壁
塗
人
数
、
六
百
拾
四

人
也
、
但
壱
人
ニ
付
一
日
ニ
四
升
つ
ゝ
、
飯
米
作
料
共

請
取
相
済
申
候
、
仍
如
件

　
　

慶
長
拾
六
年　
　
　
　
　

か
へ
ぬ
り

　
　
　
　
　

亥
拾
月
廿
五
日　
　
　

源
兵
衛
（
印
）

　
　

市
野
辺
甚
右
衛
門
殿

裏
面

右
之
日
人
数
壱
人
も
無
相
違
候
、
即
御
長
屋
出
来
仕
、

此
面
勘
定
可
有
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
辺
甚
右
衛
門
尉
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
田
八
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
井
大
和
守
（
印
）

　
　

平
岩
八
郎
兵
衛
殿

　
　

安
井
弥
左
衛
門
殿

Ａ

Ｂ

※Ａ、Ｂはいずれも名古屋市博物館蔵

御本丸御深井丸図（名古屋市博物館蔵）より作成




